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国保連からの連絡文書の見方や 
処理について 
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連絡文書の種類について 

国保連から届く連絡文書については、主な項目として下記が 
ございます。 

①請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧 

②介護保険審査増減単位数通知書 

③介護保険審査決定増減表 

④介護給付費等支払決定額通知書 

⑤介護給付費等支払決定額内訳書 

⑥介護職員処遇改善加算 

⑦過誤決定通知書 
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審査結果の通知書について 

通知書は介護請求ソフトのカイポケの「審査結果・お知らせ照会」から
ご確認頂けます。 

審査結果の通知については下記画面です。 

前ページの①～⑥の内容が確認できます。 
①～③の返戻一覧、増減単位数通知書、増減表の3種類は、 
主に前月に請求した内容に対して何かあった場合に届きます。 

問題なく審査を通過出来た場合は何も届きません。 
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①返戻について 

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧、いわゆる『返戻』につい
て下記のような構成になっています。 
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再請求の必要があります。 

アクロスへご連絡ください。 

施設様側での再請求の必要はありません。 

再度請求を掛けてしまいますと“重複請求”となります。 

ですのでケアマネジャー様へ連絡文書が届いた旨、ご
連絡処理をお願いしてください。 

 

居宅支援事業所が給付管理票を提出していない、
もしくは給付管理票に不備があるのが原因です。 

不備の内容は樹楽の事業所番号や利用者様の性
別、誕生日など様々です。 

ケアマネジャーへご連絡をしてください。 

事例① 
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介護保険の自己負担率が1割ではなく、保険者へ

対しての介護保険料未払いなどが原因で負担率が
期限付きで3割負担になっている事が理由です。 

介護保険証やケアマネジャーへ確認をして下さい。 

再請求の必要があります。 

アクロスへご連絡ください。 

事例② 
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保険者と被保険者番号が台帳と合致しない、その
保険者にそんな被保険者番号の方は存在しないな
ど登録された情報自体に誤りがあるケースです。 

弊社へお送り頂きました新規利用者様登録用紙が
介護保険証に記載されている情報と同じかご確認
をお願いします。 

再請求の必要があります。 

アクロスへご連絡ください。 
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区分変更申請をかけておられませんか？ 

国保連へ請求当時、申請中の場合は国保連保管
の台帳も申請中となる為、どの介護度にも該当さ
れません。 

またご利用月の翌日が「認定日」の場合も同様に
申請中の扱いとされます。 

これは各保険者から国保連へ情報が届くのが月末
までとなっているため、たとえ介護度が確定してい
ても月をまたいでしまった場合は、請求は保留とさ
れることをお勧めしております。 

再請求の必要があります。 

アクロスへご連絡ください。 

事例③ 
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返戻一覧が届いた際には必ず一緒に増減表も届きます。 

例えば返戻の事例①の際に届いた増減表は下記です。 

②増減表について 

保険者ごと、ご利用月 

ごとでまとめられます。 
上段の方は「返戻」扱いでした
ので保留分欄へ、下段の方は
「保留」扱いでしたので返戻欄
へ分類されています。 

この時点で介護給付費は支
払い対象にはなっていません。 
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「保留」扱いだった分をケアマネジャーが処
理をしてくれることで保留復活となり、介護
給付費も支払われます。 
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返戻は無く、増減表だけが届くときもあります。 

請求をしたのは4546単位（処遇改善含む）ですが、
給付の対象として確定されたのは4316単位です。 

この場合、ケアマネジャーから福祉用具や他のデ
イの利用などで単位が超過するなどの連絡は無
かったか、『サービス提供表別表』など超過に関す
るお知らせが届いていなかったか確認をして下さい。 

確認した結果超過した分をご本人へ実費でという
話があればアクロスへご相談ください。 

すでに請求書や引き落としデータなどは前月に発
行済みですので翌月のご利用へ繰り越して計上す
るなど対応が可能です。 

ただし、ご家族様へのご了解は必要です。 

事例① 
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請求をしたのは6986単位（処遇改善含む）ですが、
給付の対象として確定されたのは0単位です。 

ケアマネジャーが提出された給付管理票に数字が
計上されていない可能性があります。 

問い合わせてデータなどを確認してもらってくださ
い。 

事例② 
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返戻の扱いとなった場合は、データを正しく訂正し再度 

提出のし直しをしないと保険給付は支払われませんので 

毎月定期的なご確認をお願いします。 

今回のご紹介事例は一部ですので、内容に困った際には 

ご相談ください。 


